
８　選挙公営

　(1)　ポスター掲示場の設置に関する調

1千人～5千人未満 5千人～1万人未満 1万人以上

4k㎡未満 4～8k㎡未満 8k㎡以上 4k㎡未満 4k㎡以上 4k㎡未満 4k㎡以上

川崎区 0 8 0 1 17 2 1 0 29

幸区 0 3 0 0 13 0 3 0 19

中原区 0 4 0 0 14 0 9 0 27

高津区 0 3 0 0 13 0 7 0 23

宮前区 0 2 0 0 14 0 7 0 23

多摩区 0 3 0 0 16 0 5 0 24

麻生区 0 1 0 0 16 0 2 0 19

計 0 24 0 1 103 2 34 0 164

川崎区 0 56 0 9 136 18 9 0 228

幸区 0 21 0 0 104 0 27 0 152

中原区 0 28 0 0 112 0 81 0 221

高津区 0 21 0 0 104 0 63 0 188

宮前区 0 14 0 0 112 0 63 0 189

多摩区 0 21 0 0 128 0 45 0 194

麻生区 0 7 0 0 128 0 18 0 153

計 0 168 0 9 824 18 306 0 1,325

投
　
票
　
区
　
数

掲
　
示
　
場
　
設
　
置
　
数

1千人未満 計

有権者数

面積

区名
区

分

令和7年（2025年）10月26日執行　川崎市長選挙等88



(2)　公営施設使用の個人演説会に関する調
 　ア　川崎市長選挙

学校 公民館
指定
施設

計

川崎区 34 3 4 41 0 0 0 0

幸　区 22 2 3 27 0 0 0 0

中原区 32 1 5 38 0 0 0 0

高津区 22 2 7 31 0 0 0 0

宮前区 26 2 3 31 0 0 0 0

多摩区 27 1 2 30 0 0 0 0

麻生区 25 2 1 28 0 0 0 0

計 188 13 25 226 0 0 0 0

 　イ　川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙

学校 公民館
指定
施設

計

川崎区 34 3 4 41 1 0 0 1

　
　　　区　分

 区　名

施　設　の　数 開　催　状　況

学校 公民館
指定
施設

計

  個人演説会

　
　　　区　分

 区　名

施　設　の　数 開　催　状　況

学校 公民館 計

  個人演説会
指定
施設
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(3)　選挙公報
　 ア　川崎市長選挙
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　 イ　川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙
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(4) 公費負担の状況等 

 ア 川崎市長選挙 

(ア)公費負担の限度額等 

   Ａ  選挙運動用自動車の使用の公営  

    (ａ ) 一般運送契約の場合 

○公費負担の限度額  64,500 円    ×   14 日    ＝    903,000 円  

      （ 1 日当たりの限度額） （選挙運動期間）      

 

    (ｂ ) 個別契約の場合 

○公費負担の限度額 

 

       ⅰ  自動車借入料  16,100 円    ×   14 日    ＝    225,400 円  

        （ 1 日当たりの限度額）  （選挙運動期間）      

            

ⅱ  運転手の報酬  12,500 円    ×   14 日    ＝    175,000 円  

        （ 1 日当たりの限度額）  （選挙運動期間）   

 

ⅲ  燃料代の限度額  7,700 円    ×   14 日    ＝    107,800 円  

                     （選挙運動期間）   
 
※  燃料代は 1 日当たりの限度額を超えても、総額が限度額以内であれば公費負担

の対象となる。 

※ 当該候補者に係る供託物（金額 240 万円）が川崎市に帰属することにならない

場合に限る。 

   

Ｂ 選挙運動用ビラ作成の公営 

     ○単価限度額 

       ⅰ  候補者 1 人当たりの作成枚数が 50,000 枚以下の場合は、8 円 38 銭  

       ⅱ  候補者 1 人当たりの作成枚数が 50,000 枚を越える場合は、 

 

        419,000 円＋5 円 62 銭×(作成枚数－50,000 枚)    （1 銭未満の端数は、切上げとする。） 

              作成枚数 

 

     ○作成枚数の限度 

      70,000 枚  

 

     ○公費負担の限度額 

 

     [1 枚当たりの作成単価、又は上記の単価の限度のうち少ない金額] 

  ×   [作成枚数、又は 70,000 枚のうちの少ない枚数] 

 

     （参考）ビラを 70,000 枚作成した場合 

 

        419,000 円＋5 円 62 銭×(70,000 枚－50,000 枚)     

              70,000 枚  

 

7 円 60 銭×70,000 枚＝532,000 円が限度額となります。

≒ 7 円 60 銭が単価の限度となり、 
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   Ｃ 選挙運動用ポスター作成の公営 

     ○公費負担の限度額 1,272,000 円（480 円×2,650 枚）  

      ⅰ  公費負担の限度額は、単価の限度額に当該選挙区におけるポスター掲示場の数に

2 を乗じて得た金額とする。 

      ⅱ  単価の限度額の算出方法は、次の計算式による。ただし、1 円未満の端数は、切

上げとする。 

 

        316,250 円＋293,440 円＋30 円 73 銭×(市全体のポスター掲示場－500) 

ポスター掲示場数 

 

       ※  当該候補者に係る供託物(金額 240 万円)が川崎市に帰属することとならない場

合に限る。 

 
   Ｄ 選挙運動用通常葉書（郵便料）の無料化 

     候補者 1 人当たり 35,000 枚以内 

 

 (イ )公費負担の状況一覧表 

 
イ 川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙 

 (ア) 公費負担の限度額等 

  Ａ  選挙運動用自動車の使用の公営  

    (ａ ) 一般運送契約の場合 

○公費負担の限度額   64,500 円    ×   9 日    ＝    580,500 円  

      （ 1 日当たりの限度額） （選挙運動期間）      

 

    (ｂ ) 個別契約の場合 

○公費負担の限度額 

 

       ⅰ  自動車借入料  16,100 円    ×   9 日    ＝    144,900 円  

        （ 1 日当たりの限度額）  （選挙運動期間）      

            

ⅱ  運転手の報酬  12,500 円    ×   9 日    ＝    112,500 円  

        （ 1 日当たりの限度額）  （選挙運動期間）   

 

ⅲ  燃料代の限度額  7,700 円    ×   9 日    ＝     69,300 円  

                     （選挙運動期間）   
 
 

立

候

補

者

数 

契 約 等 を し た 立 候 補 者 数 

Ａ  選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 Ｂ 

選挙運動用

ビラの 

作成 

Ｃ 

選挙運動用

ポスターの

作成 

Ｄ 

選挙運動用 

通常葉書の 

使用 

一 般 運 送 
自動車 

借入れ 
燃料供給 

運転手 

雇 用 

6 人 ― 2 人 1 人 2 人 2 人 2 人 6 人 
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※ 燃料代は 1 日当たりの限度額を超えても、総額が限度額以内であれば公費負担

の対象となる。 

※ 当該候補者に係る供託物（金額 50 万円）が川崎市に帰属することにならない場

合に限る。 

   

Ｂ 選挙運動用ビラ作成の公営 

     ○単価限度額 

8 円 38 銭  

 

     ○作成枚数の限度 

      8,000 枚  

 

（参考）ビラを 8,000 枚作成した場合 

8 円 38 銭×8,000 枚＝67,040 円が限度額となります。 

 

Ｃ 選挙運動用ポスター作成の公営 

     ○公費負担の限度額 900,144 円（1,974 円×456 枚）  

      ⅰ  公費負担の限度額は、単価の限度額に当該選挙区におけるポスター掲示場の数に

2 を乗じて得た金額とする。 

      ⅱ  単価の限度額の算出方法は、次の計算式による。ただし、1 円未満の端数は、切

上げとする。 

 

           586 円 88 銭×ポスター掲示場数＋316,250 円 

ポスター掲示場数 

 

       ※  当該候補者に係る供託物(金額 50 万円)が川崎市に帰属することとならない場

合に限る。 

 
  Ｄ 選挙運動用通常葉書（郵便料）の無料化 

     候補者 1 人当たり 4,000 枚以内 

 

 

 (イ )公費負担の状況一覧表 

 

 

 
 

立

候

補

者

数 

契 約 等 を し た 立 候 補 者 数 

Ａ  選 挙 運 動 用 自 動 車 の 使 用 Ｂ 

選挙運動用

ビラの 

作成 

Ｃ 

選挙運動用

ポスターの

作成 

Ｄ 

選挙運動用 

通常葉書の 

使用 

一 般 運 送 
自動車 

借入れ 
燃料供給 

運転手 

雇 用 

5 人 ― 3 人 3 人 4 人 4 人 4 人 6 人 
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９ 政治活動 

（1） 川崎市長選挙  

  

 

 

 

政治団体名 
川崎民主市政 

をつくる会 

“「最幸のまち」かわ

さき”をつくる会 
つなぐ川崎の会 

代表者氏名 大貫 春男 高木 一 山田 薫 

事務所の所在地 川崎市中原区下沼部 1880 
神奈川県川崎市中原区新城

3-3-1 花森ビル 1F 

神奈川県川崎市川崎区小田

4-35-9-101 

支援候補者氏名 のずえ 明美 福田 紀彦 山田 えり 

確認書 

番号 1 2 3 

確認年月日 令和 7 年 10 月 12 日 令和 7 年 10 月 12 日 令和 7 年 10 月 12 日 

ポスター証紙（1,000 枚）上の

政 治 団 体 の 表 示 
1 2 ― 

自動車 

表示板 

番号 1 2 3 

枚数 1 1 1 

交付年月日 令和 7 年 10 月 12 日 令和 7 年 10 月 12 日 令和 7 年 10 月 12 日 

ビラの 

届 出 

ビラの表示 ― 

“「最幸のまち」かわさき”

をつくる会・川崎市長選

挙・届出ビラ 1 号 

― 

届出年月日 ― 令和 7 年 10 月 12 日 ― 

機関紙誌の

届 出 

新聞紙名 新しい川崎 ― ― 

雑誌名 ― ― ― 

届出年月日 令和 7 年 10 月 12 日 ― ― 

政 談 

演 説 会 

開催可能回数 2 2 2 

開催回数 0 0 0  
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（2） 川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙  

  

 

政治団体名 立憲民主党 社会民主党 日本維新の会 日本共産党 自由民主党 

代表者氏名 青柳 陽一郎 福島 瑞穂 松沢 成文 藤原 正明 小泉 進次郎 

事務所の所在地 

神奈川県横浜市

中区相生町 4-69 

関内和孝ビル 2F 

東京都中央区湊

3-18-17 マルキ

榎本ビル 5F 

神奈川県横浜市 

中区住吉町 3-29  

関内住吉ビル 8A 

神奈川県横浜市 

神奈川区西神奈

川 1-18-12 

神奈川県横浜市 

中区日本大通 18  

KRC ビル 4階 

所属候補者氏名 成田 えま 吉岡 太郎 和合 大樹 片柳 すすむ すがや 英彦 

確認書 

番号 1 2 3 4 5 

確認年月日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日

ポスター証紙（100 枚）上の 

政 治 団 体 の 表 示 
1 ― 3 ― ― 

自動車 

表示板 

番号 1 2 3 4 5 

枚数 1 1 1 1 1 

交付年月日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日

ビラの 

届 出 

ビラの表示 

立憲民主党・川

崎市議会議員川

崎区選挙区補欠

選挙・届出ビラ

１号 

― 

日本維新の会・

川崎市議会議員

川崎区選挙区補

欠選挙・届出ビ

ラ１号 

― 

自由民主党・川

崎市議会議員川

崎区選挙区補欠

選挙・届出ビラ

１号 

届出年月日 令和 7 年 10 月 17 日 ― 令和 7 年 10 月 17 日 ― 令和 7 年 10 月 17 日

機関紙誌の

届 出 

新聞紙名 ― 社会新報 ― しんぶん赤旗 自由民主 

雑誌名 立憲民主 ― ― ― りぶる 

届出年月日 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日 ― 令和 7 年 10 月 17 日 令和 7 年 10 月 17 日

政 談 

演 説 会 

開催可能回数 4 4 4 4 4 

開催回数 0  0 0 0 0 
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10 選挙運動費用 

（1）川崎市長選挙                 

[法定運動費用支出制限額 23,459,700 円 ] 

（五十音順）  

党  派 候 補 者 氏 名 出 納 責 任 者 氏 名 収 入 額 支 出 額 

無 所 属 
國 谷  涼 太 

（くにや    涼 太） 
國 谷  涼 太 ③ 1,500,000 円 ④ 1,245,659 円 

無 所 属 関 口  実 関 口  実 ⑥ 200,000 円 ⑥ 175,710 円 

無 所 属 
野 末  明 美 

 （のずえ    明 美） 
大 貫  春 男 ② 3,088,804 円 ② 3,007,925 円 

無 所 属 福 田  紀 彦 宮 川  隆 行 ④ 1,140,000 円 ③ 2,308,473 円 

事務事業評価

で税金の使い

道を正す党 

宮 部  龍 彦 

（宮 部  たつひこ） 
宮 部  龍 彦 ⑤ 493,939 円 ⑤ 493,939 円 

無 所 属 
山 田  瑛 理 

（山 田  え り） 
黒 澤  幸 子 ① 5,020,000 円 ① 4,899,704 円 

※ （  ）内は通称です。 

※ 「収入額」「支出額」の丸付き数字「①～⑥」は額の順位を表します。 

 

法定選挙運動費用支出制限額（公職選挙法第 194 条・同法施行令第 127 条）  

 

令和 7 年 10月 11 日現在の 

 ＝               × 人数割額  ＋  固定額   

川崎市の選挙人名簿登録者数   （ 7 円）    (1,450 万円) 

   

＝  （    1,279,955 人       ×  7 円  ）   ＋  14,500,000 円  

  ＝  23,459,685 円  

≒  23,459,700 円  

（注）100 円未満の端数があるときは、その端数を 100 円とする。  
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（2）川崎市議会議員川崎区選挙区補欠選挙   

  [法定運動費用支出制限額 6,836,300 円 ] 

（五十音順）  

党  派 候 補 者 氏 名 出 納 責 任 者 氏 名 収 入 額 支 出 額 

日本共産党 
片 柳   進 

（片 柳  すすむ） 
豊 川  孝 治 ⑤ 367,239 円 ③ 1,328,880 円 

自由民主党 
菅 谷  英 彦 

（すがや  英 彦） 
小 島  蓉 子 ① 3,660,000 円 ① 3,293,937 円 

立憲民主党 
成 田  絵 麻 

（成 田  え ま） 
成 田  俊 介 ② 2,680,000 円 ② 2,274,251 円 

社会民主党 吉 岡 太 郎 久 利  嘉 文 ④ 1,482,541 円 ⑤ 362,678 円 

日本維新の会 和 合 大 樹 市 川  浩 三 ③ 2,520,000 円 ④ 1,269,560 円 

※ （  ）内は通称です。 

※ 「収入額」「支出額」の丸付き数字「①～⑤」は額の順位を表します。 

 

 

 

法定選挙運動費用支出制限額（公職選挙法第 194 条・同法施行令第 127 条）  

 

令和 7 年 10 月 16 日現在の 

 ＝                 ÷   議員定数  × 人数割額  ＋  固定額   

川崎区の選挙人名簿登録者数     （ 9 人）    （ 149 円）    (370 万円) 

   

＝  （  （    189,438 人       ÷  9 人   ）  ×  149 円  ）  ＋  3,700,000 円  

  ＝  6,836,251 円   

≒  6,836,300 円  

（注）100 円未満の端数があるときは、その端数を 100 円とする。 
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